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第1章　計画の趣旨・位置づけ

1-1　計画策定の趣旨
　我が国では、地震、津波、風水害等の自然災害が頻発・激甚化しており、社会経済活動や住民生活に深刻な影響を及ぼしている。
　こうした状況を踏まえ、国は「国土強靱化基本法」に基づき、いかなる災害が発生しても、人命の保護を最優先とし、社会の重要な機能が致命的な被害を受けず、迅速に回復することを目的として、国土強靱化の取組を総合的かつ計画的に推進している。
　増毛町においても、日本海に面した地理的条件や、山間部と市街地が近接する地形的特性等から、地震、津波、洪水、土砂災害、暴風雪等、複数の自然災害リスクを抱えている。
　これらの災害は、単独で発生するのみならず、複合的・連続的に発生する可能性があり、町民の生命・身体・財産に重大な影響を及ぼすおそれがある。
　このため、本町においては、災害の発生そのものを防ぐことが困難であることを前提に、「起きてはならない最悪の事態」を回避するための事前防災・減災の考え方に基づき、町全体の強靱化を図る必要がある。
　本計画は、こうした認識のもと、増毛町における国土強靱化に関する施策を体系的に整理し、関係部局が連携して取組を推進するための指針として策定するものである。

1-2　計画の位置づけ
　本計画は、「国土強靱化基本法」第13条に基づく市町村国土強靱化地域計画として策定するものであり、国が定める「国土強靱化基本計画」および北海道が定める「北海道強靱化計画」との整合を図るものとする。
　また、本計画は、本町の「地域防災計画」をはじめ、防災・減災、インフラ整備、福祉、産業、まちづくり等に関する各種関連計画と相互に連携し、それらを横断的に補完・強化する計画として位置づける。
　なお、本計画は、国土強靱化の観点から施策の方向性や構造的な課題を整理するものであり、避難場所の指定、避難行動の方法、備蓄数量、個別の対応手順、KPI等の具体的内容については、国および北海道の計画に示された考え方を前提としつつ、地域防災計画、防災ハザードマップ、防災のしおり、国民保護計画、増毛町総合計画等の関係計画に定めるところによる。

1-3　計画改定の考え方
　増毛町では、これまで「増毛町地域強靱化計画（令和2年度～令和6年度）」に基づき、国土強靱化の取組を進めてきた。
　しかし、当該計画の推進期間が満了することに加え、近年の災害対応を通じて、以下のような新たな課題が顕在化している。
・災害の激甚化・頻発化
・避難所の分散化および在宅避難の増加
・避難生活の長期化
・物流機能の途絶を前提とした対応の必要性
　これらの状況を踏まえ、本改定では、従来の取組を継承しつつ、「最悪の事態の回避」という観点から計画全体を再整理するため、計画を全部改正する。

1-4　計画の期間
　本計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とする。
　なお、計画期間中においても、社会情勢の変化、災害対応に関する新たな知見等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。

1-5　計画の対象
　本計画では、次に掲げる自然災害を主な対象とする。
・地震
・津波
・洪水
・土砂災害
・暴風雪・大雪
　これらの災害に起因する被害を想定し、町民の生命・生活および地域の重要な機能を守るための施策を対象とする。


第2章　起きてはならない最悪の事態の設定

2-1　「起きてはならない最悪の事態」設定の考え方
　国土強靱化地域計画においては、個別の災害種別ごとに対策を講じるのではなく、災害が発生した場合においても「起きてはならない最悪の事態」を明確に設定し、それを回避するための事前防災・減災の取組を整理することが求められている。
　本町においても、地震、津波、洪水、土砂災害、暴風雪等、災害の種類や規模にかかわらず共通して想定される最悪の事態を整理し、町民の生命の保護、生活の維持、地域社会の機能確保の観点から、起きてはならない最悪の事態を設定する。

2-2　起きてはならない最悪の事態
　本計画では、ガイドラインに基づき、次の観点から「起きてはならない最悪の事態」を設定する。
・人命の保護
・救助・救急、医療活動の継続
・生活に必要な機能の維持
・社会経済活動の最低限の継続
　これらを踏まえ、本町において想定される「起きてはならない最悪の事態」は次のとおりとする。

【事態1】大規模自然災害により、多数の死傷者が発生する事態
　地震、津波、洪水、土砂災害等の発生により、建物倒壊や浸水、土砂流出等が生じ、避難の遅れや情報伝達の不足により、多数の死傷者が発生する事態。

【事態2】災害時において、避難行動や避難生活に支障が生じ、要配慮者を含む町民の生命が脅かされる事態
　災害発生時に、避難情報の伝達や避難支援が十分に行われず、高齢者、障がい者等の要配慮者を含む町民が適切な避難行動を取ることができない事態。
　また、避難生活が長期化する中で、生活環境の悪化や健康状態の悪化により、町民の生命が脅かされる事態。

【事態3】救助・救急、医療活動が停止または著しく低下する事態
　災害により道路や通信、電力等の機能が停止し、救助・救急活動や医療活動が円滑に実施できなくなる事態。

【事態4】ライフラインの長期停止により、町民生活が著しく困難となる事態
　電力、水道、通信、燃料等のライフラインが長期間停止し、町民の日常生活や避難所運営が著しく困難となる事態。

【事態5】食料および生活必需品の供給が停滞し、避難生活の継続が困難となる事態
　物流機能の停止や流通の混乱により、備蓄食料や生活必需品の供給が滞り、避難生活の長期化に対応できなくなる事態。

【事態6】交通・物流機能の停止により、孤立地域が発生する事態
　道路の寸断や交通障害により、集落や地域が孤立し、支援物資の輸送や救援活動が著しく困難となる事態。

【事態7】行政機能が低下し、災害対応および復旧・復興が停滞する事態
　庁舎や行政システムの被災、職員の被災等により、災害対応に必要な行政機能が十分に発揮できなくなる事態。

【事態8】地域の社会経済活動が長期間停滞し、復旧・復興が遅れる事態
　災害により産業活動や雇用が大きな影響を受け、地域経済の回復が長期にわたり停滞する事態。

2-3　本町における重点的な視点
　本町では、地理的条件や人口構成、交通条件等を踏まえると、特に次の視点が重要となる。
・避難所の分散開設や在宅避難を前提とした対応
・冬期間を含む長期的な避難生活への備え
・物流機能の途絶を前提とした生活支援体制の確保
　これらの視点を踏まえ、次章以降において、設定した「起きてはならない最悪の事態」を回避するための脆弱性評価および施策の整理を行う。


第3章　脆弱性評価

3-1　脆弱性評価の考え方
　脆弱性評価とは、第2章で設定した「起きてはならない最悪の事態」が発生する要因や、それを助長する可能性のある構造的・制度的な弱点を明らかにするものである。
　本章における脆弱性評価は、国の国土強靱化実施中期計画および北海道強靱化計画に示された基本的な考え方を踏まえ、本町の地域特性を考慮して整理したものである。
　なお、本評価は、防災関係計画等に基づく既存の取組を否定するものではなく、それらを前提としたうえで、災害時に機能が十分に発揮されないおそれのある点を抽出することを目的とする。

3-2　脆弱性評価の対象
本町における脆弱性評価は、第2章で設定した「起きてはならない最悪の事態」に対応させ、次の分野について実施する。
・人命の保護
・避難行動および避難生活
・救助・救急、医療体制
・ライフラインの確保
・食料および生活必需品の供給
・交通・物流機能
・行政機能
・社会経済活動

3-3　脆弱性評価
（1）人命の保護に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態1　多数の死傷者が発生する事態
評価
　災害時における迅速な避難行動の確保は、人命保護の観点から極めて重要である。
　本町では、ハザードマップの整備や避難情報の発信体制が整備されているものの、災害の種類や発生時間帯、気象条件等によっては、避難の遅れが生じる可能性がある。
　また、要配慮者への支援体制については、個別支援計画等の取組が進められているものの、実災害時において、すべての対象者に対して迅速かつ十分な対応が行えるとは限らない。

（2）避難行動および避難生活に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態2　避難行動や避難生活に支障が生じる事態
評価
　災害時には、指定避難所への避難に加え、在宅避難や親戚宅等への避難が増加することが想定される。
　これにより、避難先が分散され、避難者の把握や支援が複雑化するおそれがある。
　また、避難生活が長期化した場合、生活環境の悪化や健康状態の悪化が生じる可能性があり、特に高齢者や持病を有する者に対する配慮が十分に行き届かないおそれがある。

（3）救助・救急、医療体制に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態3　救助・救急、医療活動が停止または低下する事態
評価
　災害により道路や通信機能が被災した場合、救助・救急活動や医療機関へのアクセスが制限されるおそれがある。
　また、医療従事者や支援要員自身が被災することで、体制の維持が困難となる可能性がある。

（4）ライフラインの確保に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態4　ライフラインの長期停止により生活が困難となる事態
評価
　電力、水道、通信等のライフラインは、災害発生後の生活維持に不可欠である。
　本町においては、応急復旧体制が整備されているものの、被害の規模や発生時期によっては、復旧までに相当の期間を要するおそれがある。

（5）食料および生活必需品の供給に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態5　食料および生活必需品の供給が停滞する事態
評価
　災害時には、物流機能の停止や流通の混乱により、食料および生活必需品の供給が滞るおそれがある。
　本町では、備蓄食料の確保や炊き出しによる対応が想定されているが、避難所の分散や避難生活の長期化が生じた場合、調理場所や人員の確保が課題となる可能性がある。
　また、備蓄食料のみでは、長期間にわたる避難生活において、栄養面や心身の負担軽減の観点から十分とは言えない場合がある。

（6）交通・物流機能に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態6　孤立地域が発生する事態
評価
　道路の寸断や交通障害により、集落や地域が孤立する可能性がある。
　この場合、支援物資の輸送や人的支援が遅れ、被災者の生活に深刻な影響を及ぼすおそれがある。

（7）行政機能に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態7　行政機能が低下する事態
評価
　庁舎や行政システムの被災、職員の被災等により、災害対応に必要な行政機能が十分に発揮できなくなるおそれがある。

（8）社会経済活動に関する脆弱性
【対応する最悪の事態】
・事態8　社会経済活動が長期停滞する事態
評価
　災害により産業活動が停滞し、雇用や地域経済に長期的な影響が生じる可能性がある。

3-4　脆弱性評価の整理
　以上の評価から、本町においては、避難生活の長期化および分散化、ならびに食料供給体制の柔軟性確保が、「起きてはならない最悪の事態」を回避する上で重要な課題であることが明らかとなった。
　これらの脆弱性を踏まえ、次章において、事前防災・減災の観点から、必要な施策の整理を行う。


第4章　強靱化施策の推進方針および施策・推進事業

4-1　強靱化施策の基本的な考え方
　本章では、第3章で明らかにした脆弱性評価の結果を踏まえ、「起きてはならない最悪の事態」を回避するために必要な強靱化施策を整理する。
　強靱化施策の検討にあたっては、次の考え方を基本とする。
・災害の発生を前提とし、被害を最小限に抑え、機能を維持・早期回復すること
・特定の災害種別に限定せず、共通して発生し得る最悪の事態への対応を重視すること
・既存の防災関係計画や取組を尊重し、それらを補完・強化する施策とすること
・施策の実効性を重視し、分散避難や避難生活の長期化に対応できる体制を整備すること

4-2　施策分野の設定
　本計画では、「起きてはならない最悪の事態」に対応するため、次の施策分野を設定する。
１．人命の保護
２．避難行動および避難生活の確保
３．救助・救急、医療体制の確保
４．ライフラインの確保
５．食料および生活必需品の安定供給
６．交通・物流機能の確保
７．行政機能の維持
８．社会経済活動の維持・早期回復

4-3　施策分野別の取組
（1）人命の保護
【対応する最悪の事態】
・事態1　多数の死傷者が発生する事態
施策の方向性
　避難情報の迅速な伝達や避難行動の確保を通じて、人命被害の最小化を図る。
主な取組
・ハザードマップ等を活用した防災意識の向上
・避難情報の伝達体制の確保
・要配慮者への避難支援体制の強化
推進事業
・空き家等除却補助事業
・海岸漂着物回収処理事業
・自治会館等修繕事業
・社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業、海岸保全事業）
・社会福祉施設整備事業（うち社会福祉施設、うち老人福祉施設）
・治山事業（うち防災林造成事業等）
・総合防災体制整備事業（地震防災対策強化推進費）
・土砂災害基礎調査
・砂防等事業防災・安全交付金
・治山事業
・社会資本整備総合交付金（河川事業、道路除雪事業、除雪機械）

（2）避難行動および避難生活の確保
【対応する最悪の事態】
・事態2　避難行動や避難生活に支障が生じる事態
施策の方向性
　分散避難や在宅避難を前提とし、避難生活の長期化にも対応できる体制を整備する。
主な取組
・指定避難所および臨時避難所の円滑な開設・運営
・避難所運営体制の強化
・避難者の健康管理および生活環境の確保
推進事業
・総合防災体制整備（北海道防災情報システム整備費）
・地域づくり総合交付金
・総合防災体制整備事業（防災教育推進費、北海道防災情報システム整備など）
・「まさか」に備える危機対策総合推進事業
・交通安全施設整備事業（うち強靱化関連経費）
・地域観光振興事業

（3）救助・救急、医療体制の確保
【対応する最悪の事態】
・事態3　救助・救急、医療活動が停止または低下する事態
施策の方向性
　災害時においても救助・救急、医療活動が継続できる体制を確保する。
主な取組
・関係機関との連携強化
・災害時医療体制の確保
・医療・救急活動に必要な資機材の確保
推進事業
・総合防災体制整備事業（防災訓練費など）
・地域づくり総合交付金
・総合防災体制整備事業（防災会議運営費など）
・防災危機管理対策事業（北海道強靱化計画経費）
・災害医療従事者研修等事業
・災害福祉広域ネットワーク構築事業

（4）ライフラインの確保
【対応する最悪の事態】
・事態4　ライフラインの長期停止により生活が困難となる事態
施策の方向性
　電力、水道、通信等のライフラインの早期復旧および代替手段の確保を図る。
主な取組
・応急復旧体制の確保
・非常用電源や代替手段の整備
・関係事業者との連携強化
推進事業
・新エネルギー等率先導入推進事業
・省エネルギー・新エネルギー促進事業
・新エネルギー導入加速化事業
・林業・木材産業構造改革事業
・地域資源活用基盤整備支援事業
・地域主体の新エネ導入支援事業
・エネルギー地産地消事業化モデル支援事業
・災害時給油体制緊急整備事業
・防災・安全交付金（簡易水道事業・下水道事業）
・下水道防災事業費補助
・水道施設整備費補助
・社会資本整備総合交付金

（5）食料および生活必需品の安定供給
【対応する最悪の事態】
・事態5　食料および生活必需品の供給が停滞する事態
施策の方向性
　物流機能の停止や避難生活の長期化を前提に、食料および生活必需品を安定的に供給できる体制を確保する。
主な取組
・備蓄食料および生活必需品の確保
・炊き出し体制の確保および関係機関との連携
・避難所の分散や被災状況に応じて、調理および提供を一体的に行うことが可能な移動型食料供給手段（キッチンカー等）の活用について検討し、既存の食料供給体制を補完する
推進事業
・農業基盤整備事業
・港湾整備事業
・水産物供給基盤整備事業
・農業次世代人材投資事業
・農業農村整備事業
・農業振興事業
・産業活性化支援事業
・新規就農者招致事業
・漁業資格取得補助事業
・水産業振興事業
・中山間地域等直接支払交付金
・水産業振興構造改善事業
・強い農業づくり事業
・地域づくり総合交付金事業（エゾシカ被害防止緊急対策事業）
・森林整備事業（造林・林道）
・未来につなぐ森づくり推進事業
・多面的機能支払事業
・地域未来交付金（地域未来推進型・地域防災緊急整備型）
・農山漁村振興交付金（山村活性化対策）

（6）交通・物流機能の確保
【対応する最悪の事態】
・事態6　孤立地域が発生する事態
施策の方向性
　道路啓開や輸送体制の確保により、孤立地域の発生を防止する。
主な取組
・道路啓開体制の確保
・物流・輸送関係機関との連携
・無電柱化の実施
推進事業
・橋梁長寿命化計画事業
・国道231号に係る強靱化の要請（越波対策等）
・社会資本整備総合交付金（道路事業）
・無電柱化推進計画事業
・地域交通対策及び補助並びに修繕事業

（7）行政機能の維持
【対応する最悪の事態】
・事態7　行政機能が低下する事態
施策の方向性
　災害時においても行政機能が継続できる体制を確保する。
主な取組
・庁舎・行政システムの機能維持
・職員の参集体制の確保
推進事業
・総合防災体制整備費（災害時オペレーションシステム事業費）
・消防力強化対策事業（消防団等育成強化対策費補助金）
・地産エネルギー利用施設立地促進事業
・広域業務の円滑運用（戸籍及び医療保険事業等）

（8）社会経済活動の維持・早期回復
【対応する最悪の事態】
・事態8　社会経済活動が長期停滞する事態
施策の方向性
　地域経済の早期回復に向けた基盤整備、人材育成を進める。
主な取組
・事業継続体制の強化
・関係機関との連携による復旧・復興支援
推進事業
・総合防災体制整備事業（防災訓練費）
・建設業経営体質強化対策事業

4-4　施策の推進にあたっての留意事項
　各施策の推進にあたっては、関係部局が連携し、平時からの取組を積み重ねるとともに、災害時において円滑に機能するよう、訓練や検証を通じて継続的な改善を図る。


第5章　計画の推進および見直し
5-1　計画の推進体制
　本計画に基づく強靱化施策の推進にあたっては、関係部局が相互に連携し、それぞれの所管分野において、事前防災・減災の取組を着実に進めるものとする。
　また、国、北海道、関係機関、民間事業者、地域住民等との連携を図り、平時からの取組を通じて、災害時においても円滑に機能する体制の構築に努める。

5-2　関連計画との連携
　本計画の推進にあたっては、「地域防災計画」をはじめとする本町の各種防災関係計画や、都市計画、福祉、産業振興等の関連計画との整合を図りながら、施策を推進する。
　また、本計画は、国が定める国土強靱化基本計画および国土強靱化実施中期計画、並びに北海道が定める北海道強靱化計画に示された国土強靱化の基本的な考え方や施策の方向性を踏まえ、町として担うべき役割を整理するものである。
　特に、災害時の避難行動、避難所運営、生活支援等に関する取組については、各計画間での役割分担を明確にし、相互補完的に機能するよう調整を行うものとする。
　なお、次に掲げる事項については、本計画において詳細を記載せず、それぞれ所管する計画との連携により対応するものとする。
・国土強靱化の基本的な方向性および施策の考え方
　（国土強靱化基本計画、国土強靱化実施中期計画）
・北海道における地域特性を踏まえた強靱化施策の考え方
　（北海道強靱化計画）
[bookmark: _GoBack]・施策、取組、推進事業によって達成しようとする指標（KPI）
　（増毛町総合計画「増毛町まちづくりプラン」）
・避難場所の指定、避難経路および避難行動
　（防災ハザードマップ、防災のしおり、地域防災計画）
・備蓄数量、炊き出しおよび物資配分の具体的運用
　（地域防災計画および関係実施要領）
・武力攻撃事態等における住民の避難および救援
　（国民保護計画）
・訓練および初動対応の具体的行動
　（各種訓練計画・運用マニュアル）

5-3　施策の進捗管理
　本計画に基づく施策の進捗状況については、関係部局において適切に把握し、必要に応じて情報共有を行うものとする。
　なお、強靱化施策は、中長期的な視点で継続的に取り組む必要があることから、個別施策の進捗状況については、既存の行政評価や事業管理の仕組みを活用しながら、効率的かつ効果的な管理を行う。

5-4　計画の見直し
本計画は、令和7年度から令和11年度までの5年間を推進期間とするが、計画期間中においても、次のような場合には、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。
・社会情勢の変化や災害リスクの変化が生じた場合
・大規模災害の発生により、新たな課題が明らかとなった場合
・国や北海道の国土強靱化に関する計画等が見直された場合
　計画の見直しにあたっては、国および北海道の動向を踏まえつつ、本町の実情に即した内容となるよう留意する。

5-5　町民・関係者との共有
　本計画の趣旨や内容については、町民や関係機関と共有し、地域全体で国土強靱化の取組を進める意識の醸成を図る。
　また、町民一人ひとりが防災・減災の重要性を理解し、日常生活の中で備えを進めることができるよう、啓発活動等を通じて理解促進に努めるものとする。
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